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保護者の皆様

旭川市立忠和中学校長 中 山 洋

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための臨時休業

延長について（お知らせ）

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、緊急事態宣言の発令に伴い、５月６日（水）まで臨時休業とし、連休明けの５月

７日（木）から学校再開の予定でした。しかし、東京都における感染者数の増加や北海道

では第二波ともいえる感染の拡大などが見受けられ、未だ予断を許さない状況にあります。

これらのことを踏まえ、過日、内閣府から緊急事態宣言の延長が発令され、北海道は引き

続き感染症の特定警戒都道府県に指定されました。

こうした緊急の状況の中、北海道教育委員会及び旭川市教育委員会の要請を受け、本校

は現在実施中の臨時休業を５月末日まで延長いたしました。

保護者の皆様におかれましては、子ども達の健康と安全を守るための今回の措置に特段

のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

１ 臨時休業期間 ５月１１日（月）～５月３１日（日）

※学校を再開する日 ６月１日（月）

※臨時休業の期間が再延長される場合は、学校ＨＰや連絡メール等を通じてお知ら

せいたします。

２ 保護者の皆様へのお願い

（１）健康について

① 朝夕の検温をこまめに行うなど、引き続きお子さまの体調管理と健康観察をお願

いします。インターネット上の健康調査ページに体温等を入力し送信ください。

なお、発熱や風邪の症状がみられる場合は、学校へ連絡ください。また、担任よ

り、電話等で体調や生活、学習の状況等について連絡させていただくこともありま

すので、よろしくお願いします。

② 臨時休業期間中、不要不急の外出は避け、咳エチケット（マスク等）、手洗いの

励行、３密（密集・密接・密閉）を避けることなどについてご指導ください。

（２）学習について

① 午前中は３時間、午後１時間を目安として学習時間を設定し、生活リズムや学習

習慣の形成に努めるように声かけをお願いします。休み中の計画表を配布します。

② 学校から配布された家庭学習課題や各教科のワーク・ドリル、ｅライブラリ、市

教委「あさひかわ春の学び場」等を活用し、計画的に家庭学習に取り組ませてくだ

さい。また、学習した内容を計画表に記録するようご指導ください。

（３）パソコン室の開放について

市教委主管の「あさひかわ春の学び場」やｅライブラリを含めた学習コンテンツを

ご家庭で活用することが難しい場合、学校のパソコン室を開放いたします。詳しくは、

別紙「臨時休業中のパソコン室開放について」をご覧ください。

３密を避けるため使用できる人数を制限しています。ご家庭においてインターネッ

トを活用して学習することが困難なお子さまが対象となります。



（４）生活について

① 屋外での運動等で道路への飛び出しや店舗駐車場の無断利用等、地域から心配さ

れる声が寄せられています。中学生として適切に判断し行動するようお話ください。

② ＳＮＳの使用等、時間を制限したり、情報モラルに十分注意させてください。

③ お子さまの心身についてご心配やご相談のある場合は、下記の相談窓口等にお問

い合わせください。 （旭川市保健所の電話相談窓口 電話：0166-26-2397）

（５）学校図書の貸し出しについて

臨時休業が延長し、家で過ごす時間がさらに増えます。保護者の皆様から学校図書

館の図書の貸し出しについての要望もあり、学校図書を貸し出します。この機会に読

書に親しみ、いろいろな知識を吸収してほしいと願っています。

別紙「図書館の開放について」 をご覧いただき、指定された期日に図書館を開放

しますので、ぜひ利用するようお話しください。

（６）定期テストの延期及び通知表の配付について

６月１１日（木）・１２日（金）に予定していた期末テストを延期します。延期後

の日程については、学校再開後に連絡します。

それに伴い、１学期の評価・評定に関わる通知表の配付ついても現在検討中です。

こちらについても学校再開後にお知らせします。

（７）二者懇談について

６月１日（月）から実施予定の二者懇談については延期とし、延期後の日程や懇談

の要領については、学校再開後にご案内いたします。進路や中学校生活などについて

悩みや不安を抱え、なるべく早く相談したい保護者の皆様は、二者懇談を待たずに遠

慮なく学校にご連絡ください。

（８）ＰＴＡ会費及び部活動費の徴収について

ＰＴＡ会費については例年通り徴収させていただき、令和２年度のみ、残金につい

ては年度末に返金する予定です。また、部活動費についても各種大会の中止や今後の

活動状況を踏まえ、減額する方向で改めてご案内いたします。

（９）部活動について

臨時休業期間中、部活動は中止といたします。

全国中学校体育大会の中止を受け、北海道中学校体育大会の中止の報告があり、北

海道中学校体育連盟より、管内大会（上川代表決定戦）及び地区大会（旭川地区中学

校連盟体育大会）の開催を、全道一律に中止との要請を受けました。

３年生にとっては部活動の集大成となる大切な大会であり、３年生に限らずすべて

の子どもたちが目標としていた大会が突如中止となり、子どもたちの気持ちを考える

と、胸が締め付けられる思いです。

特に、３年生の今後の部活動の持ち方などについては、子どもたちや保護者の皆様

と相談させていただきたいと思います。

なお、北海道中学校体育連盟からの「運動部に所属する生徒のみなさんへ」「保護

者の皆様へ」のメッセージを別紙として掲載していますので、ご一読ください。

（10）その他
PTA 各種役員会及び部活動後援会理事会については、学校再開後に改めてご案内

いたします。今後も連絡メールや本校ホームページを利用して、緊急の連絡や予定の

変更等についてお知らせしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。


